
 

「ATMに行って」 

「ｶｰﾄﾞを取りに行く」 
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○ 役所の職員を名のる者が電話で、「医療費を還付する手続きの締切日でしたが、手続きは終了されて
いますか。手続きは今日で終わりですよ。手続きをするために、■■銀行から連絡があります。」   
等と言い、その後、■■銀行の行員を名のる者が電話で、「還付金を返すには、今日中にＡＴＭで手続
きをしなくてはいけないので、携帯電話とキャッシュカードを持って近くのＡＴＭに行って、到着した
ら電話してください。」等と言う。                               

○ コンビニエンスストアや銀行などのATMコーナーに誘導し、携帯電話で指示どおりにATMの画面を操
作させて、現金を振り込ませだまし取る。 

           ～「それ本当！?」電話での、お金の話は警察に電話を！～ 
 

【安全で安心な年末年始を】  
県民の皆さんが、安心して新年を迎えられるよう、県内各地でパトカーなどによる警戒を強化しますの

で、皆さんも防犯意識を高めて、犯罪の被害に遭わないように注意しましょう。 
○ 外出時は、確実に自宅の戸締まりをしましょう。 
○ 金融機関やコンビニ等で現金を引き出した時は、特に周りへの警戒心を高めましょう。 
○ 初詣などに幼児や高齢者とともに出かける時は、できるだけ混雑する時間帯場所を避けましょう。 
○ 歩きながらのヘッドフォンや携帯電話等の利用は、周囲の注意力が散漫となり危ないのでやめよう。 


